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１ 策定の必要性 

（１） これまでの改革の取組 

本町は、社会経済情勢の変化や地方分権の推進等、時代の変化に対応した

簡素で効率的な行政運営を目指し、下記のとおり昭和６０年９月に第１次の

「豊山町行財政改革大綱」を策定して以来、６次にわたり行政改革に取り組

んできました。 

【豊山町における行政改革大綱の策定状況】 

策定時期 行政改革大綱の名称 計画期間 

昭和６０年９月 豊山町行財政改革大綱 ― 

平成１０年３月 豊山町行政改革大綱 平成１０年度～平成１４年度 

平成１８年３月 
豊山町新行政改革大綱・集

中改革プラン 
平成１８年度～平成２２年度 

平成２３年３月 
第４次豊山町行政改革大

綱・集中改革プラン 
平成２３年度～平成２７年度 

平成２８年３月 第５次豊山町行政改革大綱 平成２８年度～令和２年度 

令和３年３月 第６次豊山町行政改革大綱 令和３年度～令和７年度 

 

令和３年３月に策定した「第６次豊山町行政改革大綱」では、町民に対す

る行政サービスの向上を図り、豊山町に携わる町民や職員の「一人ひとりが

大切にされる」まちづくりを目指し、「人材育成と組織の強化」、「業務等の

効率化」、「地域協働の推進」の３つを柱とし、特に「人材育成と組織の強化」

に重点を置いて改革に取り組んできました。 

「人材育成と組織の強化」においては、人材育成基本方針を改訂し、職員

採用、人事管理、能力開発、働きやすい職場づくりの各分野において、目指

すべき職員像である「自律型人材」の育成に繋がる取組を推進してきました。 

また、若手職員の孤立を防止するため、「メンター制度１」を導入し、年代

や部署を問わず組織全体でサポートする体制を構築してきました。 

さらに、「第６次豊山町行政改革大綱」の計画期間中に組織見直しを行い、

令和４年度に新たな部として企画調整部を設置しました。併せて、防災拠点

推進室や子ども応援課を新設するとともに係制からグループ制へ変更し、令

和２年度の３部１２課２２係から、現在は４部１８課２４グループで業務を

                                                   
１ 相談を受ける側のメンター（mentor）が相談する側のメンティ（mentee）に定期的に面

談等を実施し、対話を通じて信頼関係を築きながら、精神的なサポートを行う制度。 
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行っています。 

職員数については、令和２年度の１４０人から令和７年度には１６３人と

なり、退職者数や行政需要の増加等を勘案しながら、適正な人員配置に努め

てきました。 

「業務等の効率化」においては、職員提案制度やプロジェクトチーム方式

を活用して主要課題を検討するとともに、ＤＸの推進に取り組んできました。 

また、公共施設等の建替えや長寿命化を計画的に行うとともに、財政負担

の軽減や平準化を図るため、令和４年３月に「豊山町公共施設等総合管理計

画」の見直しを行うとともに、限られた財源の中で、公共施設の長寿命化等

について全庁的な連絡調整を図るため、公共施設マネジメント連絡調整会議

を開催しました。 

「地域協働の推進」においては、町民討議会議の運営をＮＰＯ法人へ委託

するとともに、地区との関係強化を目的として「地区サポーター制度」を導

入しました。 

 

（２） 行政改革の必要性 

行政改革は、仕事の進め方から組織の在り方まで、行財政運営全般につい

て不断の見直しを行っていく取組です。これまでの６次にわたる行政改革で

は、組織体制の見直し、人材の育成・確保、職員数や日常的経費の削減等に

取り組み、それぞれ一定の成果を挙げてきました。 

その中で、社会全体では技術革新が進み、社会構造の変化や地球規模の環

境問題等、多岐にわたる課題に直面しており、本町を取り巻く環境にも様々

な変化が生じています。 

時代の流れに的確に対応しながら、町政運営の最上位計画である「豊山町

第５次総合計画」を着実に推進するためには、様々な変化に対応できる人材

の育成と組織の構築、業務効率化による行政サービスの質の向上や持続可能

な行財政基盤の確立が求められます。 

こうしたことから、「第６次豊山町行政改革大綱」の終了年度となる本年

度、５年後の将来を見据えた取り組むべき目標と、その効果を明確にするた

めの指針として新たな行政改革大綱の策定に着手することとします。 

 

２ 策定の背景 

（１） 町を取り巻く社会経済環境の変化 

① 人口の動向 

本町は県内で最も小さな行政面積の中に住宅地や生活関連施設等がコン

パクトにまとまった豊かな生活空間が広がっています。 

令和６年度に実施した町民意識調査では、豊山町の住みやすさについて、

比較的若い世代を筆頭に約８３％の回答者が「住みやすい・まあまあ住みや
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すい」と回答しており、多くの方に住みやすい町と評価されています。 

このような背景等から、全国的に人口減少社会を迎える中、本町の総人口

は増加傾向にあり、第６次行政改革大綱スタート時の１５，８３５人（令和

３年４月１日現在）から、令和７年４月１日現在には１５，９７１人に増加

しています。中でも、外国人人口は５１２人から６３１人に増加しています。

今後もこの傾向は続き、第５次総合計画策定時に試算した人口推計では、令

和１１年の総人口を１６，３７１人と見込んでいます。 

また、愛知県人口動向調査結果によると、令和６年１０月から令和７年９

月までの人口動向は、愛知県の人口増減数が１１，４４７人減（自然増減数

３７，２５２人減、社会増減数２５，８０５人増）の中、本町の人口増減数

は１６人増（自然増減数５６人減、社会増減数７２人増）となっており、転

入者数が転出者数を上回る状況が続いています。 

年齢３区分別人口割合においては、０～１４歳の年少人口割合が県内で１

０番目に高い１３．４％（県平均１１．９％）、６５歳以上の老齢人口割合

が２２．７％（県平均２５．９％）となっており、老齢人口も県内でも比較

的若い年齢人口で構成されています。他の自治体と比べても少子高齢化の影

響は比較的緩やかです。 

   

② 物価水準の高騰 

「令和７年度年次経済財政報告」によると、日本経済は緩やかな回復基調

を続けており、名目ＧＤＰや賃金上昇率も高水準となる等、明るい動きが見

られているとされています。その一方で、食料品等の身近な品目を筆頭に、

各種製品の原材料や工事部材等も高い物価上昇が続いている状況にありま

す。 

このような状況は、特に中小企業の経営に大きな影響を及ぼします。特に

「コストの増加」が与える影響は大きく、人件費を含む調達コストが上昇す

る一方で、大企業ほど価格転嫁が容易でない中小企業は利益率が圧迫され、

経営体力が徐々に削られていく可能性があります。中小企業の経営者は高齢

化しており、６０歳以上が半数以上を占めます。後継者不在率は低下傾向に

あるものの、高齢化に伴う休廃業・解散が増加しており、黒字企業でも廃業

を選ぶケースが過半数を占める状況です。企業の将来が不透明であることは、

従業員の不安を高め、生産性や職務満足度の低下、ひいては人材流出を加速

させる可能性があります。従業員もより給与水準の高い企業へ流出する可能

性が高まることから、人材不足の課題も発生してきます。地域密着型の中小

企業が廃業すると、雇用の喪失、サプライチェーンの寸断、地域経済の規模

縮小、住民の生活利便性の低下など、地域社会に多方面へ影響が及びます。 

このような物価高が継続する中において、町としては、物価高の影響を受

けた生活者や事業者に対し、地域の実情に合わせて必要な支援を実施してい
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く必要があります。また、公共施設等における光熱費の高騰や委託料の増加、

建設事業費の上昇を踏まえた対応や民間における賃上げ等を踏まえた職員

の給与改定等への対応も必要となっています。 

 

③ ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）２の推進 

近年、様々な領域においてデジタル化が一層進展しています。行政分野に

おいても、新型コロナウイルス感染症対策を契機に、地域・組織間で横断的

にデータが十分に活用できないなど、様々な課題が明らかとなりました。こ

れを受け、政府は行政機関同士の不十分なシステム連携に伴う行政の非効率

等を根本的に解決するため、これまで毎年度重点計画を改定し、デジタルフ

ァーストの原則を徹底することにより、行政手続及び社会全体の生産性の向

上を目指して取組を進めてきました。 

そのような中で、住民に身近な行政を担う自治体、とりわけ市区町村の役

割は極めて重要であり、自治体のＤＸを推進する意義は大きいと言えます。

本町においても、今後も持続可能な形で行政サービスを提供していくために、

各種行政サービスについて、デジタル技術やデータを活用して町民の利便性

を向上させるとともに、デジタル技術やＡＩ等の活用により業務効率化を図

り、人的資源を行政サービスの更なる向上に繋げていくことが求められます。 

中でも、生成ＡＩはプログラミング技術を持ったプログラマーでなくても、

誰でも気軽に幅広い用途で利用できることから、私たちの生活の中にも浸透

しつつあります。その一方で、未知のリスクが顕在している可能性も高く、

社会的懸念として雇用への甚大な影響が予測されています。これまで人間の

方が得意とされていた非定型業務でも生成ＡＩへ代替されることから、労働

者に影響を及ぼす可能性があります。また、偽の情報による情報操作や世論

操作の脅威も懸念されています。さらに、生成ＡＩへの依存による学習意欲

や思考力の低下、人に与えられた目標達成のため、生成ＡＩが自ら中間目標

を設定し、暴走してしまうという懸念があります。 

これらのリスクも踏まえた上で、ＤＸの推進にあたっては、町民とその意

義を共有しながら進めていくことも重要となっていきます。 

 

④ 地方自治の担い手不足 

公務員を取り巻く状況は、少子高齢化やデジタル化の進展による行政課題

の複雑化・多様化と業務の増大・専門化、若年層の減少による人材不足とい

う大きな課題に直面しています。労働需要の超過が慢性化する見込みであり、

労働者は希少な存在となっていきます。さらに、労働者は賃金や勤務環境な

                                                   
２ Digital Transformation の略（「trans」には「cross」の意味があり、「cross」は「X」

と表現されることから、DX と略記される。）。ICT（情報通信技術）の浸透が人々の生活

をあらゆる面でより良い方向に変化させること。 
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どを比較して自分にとってより良い条件で働ける職業を選択するようにな

ると考えられるため、公務員の担い手を確保し続けるためには、その職業を

選択したいと思える条件を提示する必要があります。国の「経済財政運営と

改革の基本方針２０２５」（骨太方針２０２５）においても、「国家公務員に

ついて、優秀な人材の獲得及び定着のため、民間の人材獲得に向けた取組を

踏まえ、働く時間や場所の柔軟化、人材マネジメントの強化、採用プロセス

の弾力化、処遇の改善を進める」とされています。 

住民は、自身が居住している自治体からしか行政サービスを受けられませ

ん。地方自治体においても同様の取り組みを進めていき、優秀な人材の確保

及び定着により将来にわたって持続可能な形で行政サービスを提供してい

かなければなりません。 

 

⑤ 地方財政の現状 

近年、人口減少による税収減と高齢化に伴う社会保障関連費などの義務的

経費の増加、老朽化した公共施設の維持管理・更新費の増大により、地方自

治体の歳出は硬直化し、自由に使える財源が圧迫されています。 

財政運営を行っていく上での財源となる税収の規模を国と地方で比較す

ると、その比率は約６対４となっています。一方、国と地方自治体が実際に

担う役割のための歳出額は約４対６と逆転現象が起きており、多くの自治体

で財源不足が慢性化しています。 

また、企業の本社機能や活発な経済活動が大都市圏に集中しているため、

法人事業税や個人住民税などの主要な税収が大都市圏に多く集まります。そ

のため、自治体間の財政力には少なからずばらつきが生じ、結果として大都

市圏と地方における財政基盤の大きな差に繋がっています。現状、国の制度

改正等により減収や地方負担を伴う場合には、全額国費による財政措置では

なく、地方交付税３で措置される場合が多いことから、本町のような不交付

団体４は財政運営に大きな影響を受けています。 

この状況を解消するため、各地方自治体は巨額の地方債や臨時財政対策債

といった借入残高を抱えることとなっており、これらの財源不足を解消し、

人口減少や少子高齢化といった社会構造の変化に対応できる安定した財政

基盤をどう構築するかが喫緊の課題となっています。 

同時に、限られた財源の中で住民サービスの向上を図りつつ、公共施設の

維持管理・更新や行政コストをいかに効率化するかが求められています。 

                                                   
３ 地方公共団体が標準的な水準の行政を行うために必要な財源を保障する制度で、標準的

な財政需用（基準財政需要額）及び標準的な税収（基準財政収入額）に基づき客観的に

算定される。 
４ 地方交付税の算定において、標準的な税収（基準財政収入額）が標準的な財政需用（基

準財政需要額）を上回っており、国から地方交付税の交付を受けずに財政運営を行って

いる地方公共団体のこと。 
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⑥ 地域協働意識の低下 

人口減少社会や高齢社会の到来、町民の価値観やライフスタイルの多様化

等、社会を取り巻く環境の変化に対して、きめ細やかな行政サービスを提供

するためには、行政と町民との協働によるまちづくりの推進が求められます。 

また、本町が「行政と町民の距離が近い」という特性を活かしながら、協

働によるまちづくりを推進していくためには、自治会を中心としたコミュニ

ティ力の強化が必要です。 

一方で、令和６年度に実施した町民意識調査においては、町民が主体とな

って積極的に町政へ関わることの大切さを認識しながらも、町政への関心・

まちづくり活動への参加意向は低下している傾向がみて取れます。そのため、

今後は持続的に町民の主体性を引き出していくことが求められます。 

子育て支援、高齢者の見守り、防災・防犯対策等は、地域全体で取り組ま

なければならない課題です。このような課題に対して、円滑な課題解決を図

るためにも、コミュニティ力の強化に向けた方策を町民とともに考え、町民

と職員が一体となって地域協働の推進に取り組む必要があります。 

 

（２） 町の組織体制の変化 

① 職員の年齢構成の変化 

一般行政職における職員の平均年齢は、令和２年度時点の３６．３歳から

令和７年度時点には３９．０歳へと上昇したものの、依然として若年齢層が

中心の組織体制となっています。 

組織の活性化を目的とし、やる気のある若年齢層の職員に管理監督職を担

ってもらうため、男女に関係なく、早い段階での管理監督職候補の育成・確

保が必要です。今後は、管理監督職候補となる職員の養成に重点を置き、早

い段階で管理監督職として活躍できる人材づくりに取り組む必要がありま

す。 

また、新規採用職員の育成については、早期に公務員としての基礎知識を

習得できるように、職員研修だけでなく、仕事を通じて必要な知識や技術を

習得するためのＯＪＴ５や周囲の職員によるサポート体制の強化に取り組ん

でいく必要があります。 

これら若年齢層の積極的な育成を推進するとともに、再任用制度・定年延

長制度を活用した知識・経験・技術の継承を図ることで、複雑化・高度化す

る行政課題に柔軟に対応していく必要があります。 

 

 

 

                                                   

５ On the Job Training の略。職場で実務をさせることで行う職員の職業教育のこと。 
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② 「働き方改革」の加速 

我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」や「育児や介護と

の両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。こ

れらの課題に対応するためには、投資やイノベーションにより生産性を向

上させるとともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境

を作ることが必要となってきます。 

「働き方改革」は、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方

を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好循環を構築し、働く

人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しま

す。 

本町においても、質の高い行政サービスを持続的に提供していくために

は、職員一人ひとりが高い意欲や満足度を持って仕事に取り組む必要があ

ることから、職員のワーク・ライフ・バランスとともに働き方改革を実現

していく必要があります。 

本町はこれまでも、時間外勤務の上限設定、ノー残業デー及び部署別ノ

ー残業デーによる定時退庁の励行、時差勤務制度の導入や年次有給休暇の

取得促進といった取組を進めてきました。しかしながら、時間外勤務につ

いては依然として増加傾向にあり、また、年次有給休暇の取得日数につい

ても、県内市町村の平均取得日数である１４．１日を下回る等、更なる改

善に向けての取組が求められます。 

 

（３） 財政状況の変化と公共施設の老朽化 

① 財政状況の変化 

町の税収は、名古屋空港が県営化された後の平成１８年度には３０億円弱

年齢構成比 
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まで落ち込む中、それ以降は順調に県営化前までの水準に推移し、平成２８

年度以降は、４０億円を超えるまでとなりました。 

その一方で、今後は人件費、扶助費、公債費による義務的経費や公共施設

等の老朽化に伴う投資的経費の増加が見込まれます。 

引き続き、緊急性や優先順位の高い事業を見極め、基金の取崩しや地方債

を有効に活用するとともに、新たな財源の確保や民間活力の活用等、あらゆ

る手法により財源を捻出する必要があります。 

 

 

 

②  公共施設の老朽化 

公共施設等の建替えや長寿命化等を計画的に行うとともに、財政負担の軽

減や平準化を図るため、平成２９年３月に「豊山町公共施設等総合管理計画」

を策定し、令和４年３月に改訂を行いました。 

併せて、施設類型ごとに総合管理計画の下位計画である個別施設計画の策

定を進め、平成３０年度には学校施設の個別施設計画、令和元年度には社会

教育センターや福祉施設の個別施設計画を、令和２年度には役場庁舎等の個

別施設計画を策定し、現時点で全施設における個別施設計画の策定が完了し

ています。 

なお、総合管理計画は令和８年度中に全面的な改訂を予定しています。改

訂にあたっては、町の最上位計画である総合計画の具体化に加え、人口動態

や財政状況等を勘案し、長期的な視点を持ったうえで更新・統廃合・長寿命

化等の計画的な実施等を含めて公共施設の在り方を検討する必要がありま

す。 
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また、その検討結果に応じて個別施設計画も一体的に見直しをしていく予

定をしています。 

 

３ 第７次豊山町行政改革大綱の目標【３つの改革】 

町を取り巻く社会経済環境の変化やそれに伴う新たな課題に対応して、引き

続き行政改革に取り組んでいくため、その具体的な指針となる「第７次豊山町行

政改革大綱」を策定します。 

「第７次豊山町行政改革大綱」では、以下の３つを改革の柱とし、行財政改革

を積極的に推進することで、限られた財源の中で町民に対する行政サービスの

向上を図り、小さな町でありながら、誰もが住みやすく、住民一人ひとりが輝い

ていられるような「小さくてキラリと輝くまちづくり」を目指します。 

（１） 組織・人事マネジメントの強化 

今後、人口減少の加速により、若年労働力が不足し、人材の獲得競争が激

しさを増すことが想定されます。そのような中で、複雑・多様化する行政課

題に対応し、町政を支える優秀な人材を確保するため、働く環境の整備を進

めます。 

組織としてのパフォーマンスを向上させるため、初任給水準の引き上げや

昇給・昇格基準の見直し等を検討し、時代に即した人事制度へ変更します。 

また、職員の有している可能性・能力を最大限に引き出す環境づくりを推

進するため、職員の育成や能力開発に重点を置いた研修を実施するとともに、

令和４年８月に改訂した「豊山町人材育成基本方針」に基づき、将来を見据

えた総合的な人材育成の推進に取り組みます。特に、やる気や能力のある若

手職員を経験年数にとらわれず積極的に管理監督職に登用し、モチベーショ

ンを高く保つとともに、組織の活性化を目指します。 

さらに、全ての職員が適正に能力を発揮し、組織全体の生産性を向上させ

ていくためには、職員が心身ともに健康を維持しながら職務に専念できる環

境が必要です。時間外勤務の縮減、年次有給休暇の計画的取得や仕事と育児・

介護の両立を支援するなど、労使が一体となって、職員一人ひとりのワーク・

ライフ・バランスの実現に取り組み、希望に応じた多様で柔軟な働き方を一

層推進します。 

また、引き続きメンタルヘルス対策やハラスメント防止対策を徹底し、よ

り一層職員が働きやすい環境を整備し、「働き続けたい」と思える職場づく

りを目指します。 

 

（２） 業務の見直しと効率化 

今後迎える２０４０年代の日本は、団塊ジュニア世代が６５歳を迎え、総

人口に占める高齢者の割合が過去最大の約３５％に達すると試算されてい

ます。その時期には、高齢化による高齢者人口の増加と少子化による労働人
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口の急減が同時進行で起こり、日本経済や社会保障の維持が危機的状況に陥

るとされる「２０４０年問題」が懸念されています。そのような状況を見据

え、地方自治体としては人口減・労働力不足の状況においても本来担うべき

機能が発揮できるよう、デジタル技術の活用により行政サービスを維持・向

上できる組織体制の構築を目指していく必要があります。 

そのためには、行政のあらゆる分野でのデジタル技術の活用を選択肢に含

め、既成概念にとらわれることなく、町民主体の視点で業務を検証し、再構

築することが必要です。各種行政手続の電子申請や施設利用の予約をスマー

トフォン等から行える環境の整備を始め、既に電子申請を運用している手続

の拡充やキャッシュレス決済の導入など窓口業務のデジタル化を進めるこ

とにより、町民が行政に容易にアクセスでき、必要とする行政サービスを簡

潔・迅速に受けられる環境を整えるなど、町民の利便性と満足度の更なる向

上を念頭に置きながら、「人に優しいデジタル化」に関する取組を進めてい

きます。 

また、民間が持つノウハウや資源を活用し、業務等の効率化を図るととも

に、質の高い公共サービスを提供するなど、複雑・多様化する住民ニーズへ

対応するため、多様な主体との連携を推進します。 

さらに、各地域における課題解決を円滑に進めるため、コミュニティ組織

の強化を図ります。組織強化にあたっては、コミュニティに関する意識啓発

や参加誘導を継続的に実施するとともに、コミュニティ組織の在り方につい

ても検討していきます。 

 

（３） 財政健全化 

国からの補助金や交付金の有効活用、民間資金の積極的な導入のほか、自

主財源の確保のため、収納率の向上や滞納繰越額の縮減を図るほか、町有財

産の売却・利活用や広告料収入の確保、ふるさと納税の促進などの取組を進

めます。 

また、全国的に人口減少が見込まれる中、将来に過度な負担を先送りする

ことのないよう、町民一人あたりの地方債残高や公債費負担の視点で起債管

理に努めます。 

公共施設の老朽化対策については、人口減少等により今後の公共施設等の

利用需要が変化していく中で、公共施設等の全体を把握し、長期的な視点を

もって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担

を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現していきます。 

併せて、地域活性化に繋がる町有財産の活用方法についても、売却も含め

て検討していきます。 

さらに、限られた財源の中で新たな行政課題や経済情勢への変化に対応す

るため、職員一人一人のコスト意識や経営感覚を養い、中長期的な視点に立
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った規律ある財政運営を徹底し、将来にわたって健全で持続可能な財政基盤

を確立します。 

 

４ 行政改革の進め方 

（１） 改革の計画期間 

計画期間は、令和８年度から令和１２年度までの５年間とします。 

 

（２） 改革項目 

「３ 第７次豊山町行政改革大綱の目標」で掲げた「組織・マネジメント」、

「業務の見直しと効率化」、「財政健全化」の３つの柱に関して、次の①から

⑩に掲げる改革項目を設けます。 

 

組織・人事マネジメントの強化 

改革項目 主な視点 

① 
組織のパフォーマンスの

向上 
組織力の強化 

② 
職員が力を発揮できる環

境づくりの推進 
人が育つ・人を育てる職場環境の醸成 

③ 
ワーク・ライフ・バランス

の推進 
働きやすい職場づくり 

業務の見直しと効率化 

改革項目 主な視点 

④ 
ＤＸ・フロントヤード改革

の推進 
ＤＸの更なる推進、窓口業務の見直し 

⑤ 業務分担等の見直し 事務の合理化、民間・地域の活用 

⑥ 地域協働の推進 コミュニティ組織強化に向けた支援 

財政健全化 

改革項目 主な視点 

⑦ 財政状況の硬直化改善 健全な財政運営、歳出削減 

⑧ 町有財産の有効活用 公共施設の在り方に係る再検討 

⑨ 新たな財源の創出 新たな財源の創出、ふるさと寄附の充実 

⑩ コスト意識の徹底 適正な受益者負担、コスト意識の醸成 
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（３） 改革の推進体制 

行政改革の成果をより確実なものとするため、豊山町行政改革推進委員会

の提言を定期的に受けながら、町長を推進本部長とする豊山町行政改革大綱

推進本部の下で推進します。 

 

【行政改革の推進体制】 

 

豊山町行政改革大綱推進本部 

（策定・実施） 

提案 

   

提言             

豊山町行政改革推進委員会 

（審議） 

                     

個別事項の課題       指示  報告 

検討・提言 

 

 

 

 （※）専門委員 

  行財政運営について有識者の専門的見地からの意見を求めるため、地方自治法第１７４条及び豊山町 

専門委員設置要綱に基づき、選任した委員のこと。 

 

行政改革の取組状況については、定期的に広報紙や公式ホームページ等を

通じて、広く町民に公表します。 

行政改革の取組みにあたっては、改革項目ごとに個別に指標を定め、目標

達成度の評価を実施します。 

なお、改革項目や具体的な内容は、社会経済環境の変化等により必要に応

じて見直しを行います。 

幹事会 

（調査・研究） 

 
町民からの意見 

専門委員（※）等 
 

職員からの意見 

パブリックコメント 

職員提案制度 
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５ 実施計画 

「４ 行政改革の進め方」で掲げた１０個の改革項目の具体的な実施計画は、

以下のとおりです。 

 

（１） 組織・人事マネジメントの強化 

【改革項目①】組織のパフォーマンスの向上 

■人材確保 

   ・今後、人口減少が加速することにより、若年労働力が不足し、人材の獲

得競争が激しさを増すことが想定されます。そのような中で、複雑・多

様化する行政課題に対応するうえで、町政を支える優秀な人材の確保

が急務であることから、時代に即した職員採用試験を実施します。 

 

■人事制度改革 

・初任給水準の引き上げや昇給・昇格基準の見直し、職務職責に応じた給

与体系等を検討し、時代に即した人事制度へ変更します。 

 

■適材適所への人員配置 

・各課からのヒアリング等を通じて適切な人員数を明確化するとともに、

職務経験や個性に応じた人事異動の実施に努めます。また、能力や適性

に応じた積極的な登用を進めます。 

   

 ■組織見直し 

・多様化する行政ニーズや行政課題に対応するため、組織体制の検証を行

い、必要に応じて柔軟に組織の見直しを実施します。 

 

  ■専門職の活用 

・高度化する行政需要に対応するため、専門的な知識や技能を持つ職員 

を必要に応じて採用・配置します。 

 

【改革項目②】職員が力を発揮できる環境づくりの推進 

■人事評価制度の適正な運用 

・人事評価制度を適正に運用するとともに、職員が向上心や目標を持っ

て仕事や能力開発に取り組むことができるよう必要に応じて運用の見

直しを実施します。 

 

■研修の充実 

・職員の有している可能性・能力を最大限に引き出すことを目指し、職員

の育成・能力開発に重点を置いた研修を役職や在職年数等に応じて実施
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します。 

 

■職員提案制度の活用 

・職員が自らの業務を見つめ直し、業務を改善する機会を設けることで職

員の行政運営に対する意欲の向上及び意識改革を促し、業務の効率化を

推進します。 

 

■将来を見据えた人材育成 

・引き続き、令和４年８月に改訂した「豊山町人材育成基本方針」に基

づいて総合的な人材育成の推進に取り組みます。 

・職員が前向きに仕事へ向き合うことができるよう、個人の能力を作り

上げるキャリア形成に係る意向調査やこれまでの配属先等に基づき、

ジョブローテーションを意識した人事異動の実施に努めます。 

・やる気や能力のある若手職員を経験年数にとらわれず積極的に管理監

督職に登用し、モチベーションを高く保つとともに、組織の活性化を

目指します。 

・仕事を通じて必要な知識等を身に付けるＯＪＴ制度や新規採用職員を

先輩職員が支援するサポーター制度等を活用し、研修では学ぶことが

できない現場に即した指導を実施します。 

 

■人材交流の強化 

・職員の成長に寄与し、外部の組織風土や組織体制を取り入れるきっかけ

とするために、他団体（民間も含む）との派遣交流を実施します。 

 

【改革項目③】ワーク・ライフ・バランスの推進 

■年次有給休暇の計画的取得 

・年度当初に年休取得計画表を作成し、取得目標を高く設定する等、連続

休暇の取得を始めとする年次有給休暇の取得向上に向けた取組を労使

が一体となって実施します。 

 

■時間外勤務の縮減 

・時間外勤務を命令する際の上限を遵守します。 

・毎週水曜日及び給与支給日等だけでなく、原則全日を定時退庁日とする

ことを検討します。 

・管理監督職員のマネジメント強化に取り組みます。 

・時間外勤務の縮減に加え、職員間の情報共有や議論の時間を確保し、業

務効率化や政策・立案機能の強化に繋げるため、役場の開庁時間の短縮

を実施します。 
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■多様な働き方の推進 

・職員一人ひとりが能力を発揮し、希望に応じた多様で柔軟な働き方を一

層推進します。 

・職員が健康を維持し、安定して能力を発揮できるよう勤務間インターバ

ル制度の導入を検討します。 

 

■仕事と育児・介護の両立支援 

・すべての職員が最大限の能力を発揮できるような環境整備を進めるため

に、両立支援制度の意義や目的の周知等を積極的に行い、管理職職員や

同僚職員の意識改革、ワーク・ライフ・バランスの一層の向上を図りま

す。 

 

■ハラスメント防止対策の徹底 

・各種ハラスメントが発生しないゼロ・ハラスメント職場の実現に向け、

管理職を始めとする全職員に対する研修や啓発を図ります。 

 

■メンタルヘルス対策 

・職員の心の健康を維持するため、定期的にストレスチェックを実施しま

す。また、職員が自ら予防対処を行うセルフケアと管理監督職員が部下

の相談対応を行うラインケアの充実や強化に向けた取組を推進します。 

 

（２） 業務の見直しと効率化 

【改革項目④】ＤＸ・フロントヤード改革（窓口業務の改善等）の推進 

■スマート窓口の導入 

・町民サービスを効率的・効果的に提供するとともに利便性を向上させる

ため、「行かない、書かない、待たない」窓口を導入します。 

 

■ＤＸの推進 

・業務効率化のためＢＰＲ６等により業務手順を見直し、全庁的なＤＸの

展開を推進します。 

・デジタル技術を活用し業務の効率化と高度化の両立を図ります。 

 

■ＩＣＴ７の活用 

                                                   
６ Business Process Re-engineering の略。「業務改革」を意味し、組織の目標達成のため

に、業務フローや組織、情報システムを根本から見直し、再構築すること。 
７ Information and Communication Technology の略。「情報通信技術」を意味し、コンピ

ューターとネットワークを連携させて情報を収集・処理・共有・発信する技術全般のこ

とを指す。 
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・業務効率化と人的ミスの削減を図るため、複雑・高度な処理業務やパタ

ーン処理業務等を洗い出し、生成ＡＩ８を含むＡＩ９やＲＰＡ１０といっ

たツールを積極的に活用します。 

 

■ペーパーレスの推進 

・保存文書の省スペース化、文書の検索効率の向上や資源・環境保護のた

め、会議資料のペーパーレス化を推進するとともに、電子決裁、電子契

約及び電子交付の導入や、文書管理等における保存方法の電子化につい

て検討します。 

 

【改革項目⑤】業務分担等の見直し 

■事務・事業の最適化 

・ニーズに沿った行政サービスを適切に提供するため、費やす時間とコス

トを念頭に置き、各業務においてより効率的な業務システムやプロセス

を構築します。 

 

■民間ノウハウの活用 

・窓口業務や保育園業務等を民間に委託するなど、民間ノウハウを活用し、

効率的かつ魅力的な行政サービスの提供を目指します。 

 

【改革項目⑥】地域協働の推進 

■コミュニティ組織の強化 

・地域の絆づくりや自治会活動の充実のため、加入率の低下等自治会の抱

える問題を含め、今後の自治会のあり方について調査・研究します。ま

た、職員が自治会と連携し自治会の活動を積極的に支援する取組を継続

し、地域協働意識の向上を図ります。 

 

（３） 財政健全化 

【改革項目⑦】財政状況の硬直化改善 

■国や県による財政支援の活用 

・各種事務・事業における財政負担を軽減するため、補助メニューに関す

る情報収集を積極的に行い、国や県の補助金を最大限に活用します。 

・大規模な投資事業の実施にあたっては、交付税措置のある有利な地方債

                                                   
８ 学習済みのデータを活用して文章、画像、音声や動画など新たなデータを生み出せる人

工知能のこと。 
９ Artificial Intelligence の略。「人工知能」を意味し、人間の知能をコンピューターで

再現する技術のことを指す。 
１０ Robotic Process Automation の略。ソフトウェアロボットがパソコン上の繰り返し作

業を自動化する技術のことを指す。 
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を活用するなど、国や県による財政支援を積極的に活用します。 

 

■町税等の収納率向上 

・収納率を向上させ、税負担の公平性を確保するため、納付方法の選択肢

を増やして多くの納付機会を設け、期限内納付を推進します。 

 

■現金給付事業や補助金交付の見直し 

・公平・公正な行政サービスを提供するため、町単独財源による現金給付

事業や補助金交付事業に「サンセット方式１１」を導入する等の見直しを

行います。 

 

【改革項目⑧】町有財産の有効活用 

■町有財産の有効活用 

・町有財産の効果を最大限発揮するため、用途変更や売却も含め、政策推

進だけでなく地域活性化につながる活用方法を検討します。 

 

■公共施設等総合管理計画及び個別施設計画の推進 

・公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に基づき、限りある財源の中

で優先度の高い施設から改修等を行います。また、既存施設の統廃合も

視野に入れた施設のあり方について検討・検証を行い、老朽化対策を計

画的に推進します。 

 

【改革項目⑨】新たな財源の創出 

■新たな自主財源の確保 

・自分で選んだ地方自治体に寄附を行うふるさと寄附、不特定多数の方か

ら寄附金を募るクラウドファンディング及び公共施設等に愛称を付与

する権利の対価を得るネーミングライツ等による自主財源の確保を推

進します。 

 

【改革項目⑩】コスト意識の徹底 

■受益者負担の適正化 

・受益者負担の原則に基づき、各種施設等の使用料を始め、各種手数料や

分担金の見直しを実施します。 

 

■コスト意識や経営感覚の堅持 

・限られた財源の中で新たな行政課題や経済情勢への変化に対応するため、

                                                   
１１ あらかじめ事業や制度の終了時期（日没）を定めておくことで、行政の肥大化を防ぐ

行財政改革の手法。 
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研修等により職員のコスト意識や経営感覚を養うとともに、会議等で全

庁的に情報の可視化や共有を行っていきます。 
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６ 進捗管理指標 

（１） 組織・人事マネジメントの強化 

指 標 現 状 Ｒ８年度目標 

【改革項目①】組織パフォーマンスの向上 
 

 
職員採用試験（事務職）申込者数 ３３名 

（R7年度） 

５０名以上 

【改革項目②】職員が力を発揮できる環境づくりの推進   

町独自研修開催件数 ９件 

（R6年度） 

１２件 

【改革項目②】職員が力を発揮できる環境づくりの推進   

入庁から１０年目までの異動回数（３回）達成率 ― １００％ 

【改革項目②】職員が力を発揮できる環境づくりの推進   

民間企業との人材交流実施回数 ― １回 

【改革項目③】ワーク・ライフ・バランスの推進   

年次有給休暇平均取得日数（１人あたり・年間） １３．９日 

（R6年度） 

１５日 

【改革項目③】ワーク・ライフ・バランスの推進   

時間外勤務平均時間数（１人あたり・年間） １４５．８時間  

（R6年度） 

１００時間 

【改革項目③】ワーク・ライフ・バランスの推進   

育児休業取得者数（対象者に対する取得率） ８７．５％ 

（R6年度） 

１００％ 

【改革項目③】ワーク・ライフ・バランスの推進   

ストレスチェック結果における高ストレス者数 ３６名 

（R7年度） 

０名 

 

（２） 業務の見直しと効率化 

指 標 現 状 Ｒ８年度目標 

【改革項目④】ＤＸ・フロントヤード改革の推進   

業務のＤＸ化実施件数 ― １件 

【改革項目⑤】業務分担等の見直し   

業務の新たな民間委託件数 ― １件 
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【改革項目⑥】地域協働の推進   

自治会加入率 ― 前年度より向上 

 

（３）財政健全化 

指 標 現 状 Ｒ８年度目標 

【改革項目⑦】財政状況の硬直化改善   

経常収支比率 ８７．５％ 

（R6年度） 

８５％ 

【改革項目⑦】財政状況の硬直化改善   

町税等の収納率向上 ― 

 

前年度より向上  

【改革項目⑧】町有財産の有効活用   

公共施設の在り方の見直し件数 ― １件 

【改革項目⑨】新たな財源の創出   

ふるさと寄附の受入額 13,526,000 円 

（R6年度） 

赤字解消 

【改革項目⑩】コスト意識の徹底   

受益者負担の見直し件数 ― １件 
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